
《請負作業》

備 考

プラウ耕 10 a 7,500 円 8,000 円

ロータリー耕 10 a 6,500 円 7,000 円

10 a 7,500 円 8,000 円 荒代～植代まで。

10 a 1,000 円 1,050 円 耕起前で、散布のみとし、60kgを基準とする。

10 ｍ 700 円 700 円 作業機共。

苗共 10 a 22,500 円 23,000 円

10a当たり20箱標準
緑化苗（１箱当たり660円）
硬化苗（１箱当たり880円）

苗別 10 a 6,500 円 7,000 円 苗委託者持ち。（側条施肥の場合は1,000円増）

コンバイン（ｶｯﾀｰ） 10 a 16,000 円 18,000 円 刈り取りのみ、すみ刈り別。

コンバイン（ﾉｯﾀｰ） 10 a 17,500 円 19,500 円 刈り取りのみ、ひも共、すみ刈り別。

刈取 ・ 乾燥 ・ 調整 10 a 33,500 円 34,500 円 運搬費込（1,500円）、結束の場合は1,000円増

1 俵 1,750 円 1,750 円 生もみ、運搬費は別途１俵200円

1 俵 750 円 750 円 運搬費は別途１俵200円

1 俵 800 円 800 円

10 a 65,000 円 68,000 円 耕起・代かき、苗共植付、刈取・脱穀・調整

プラウ耕 10 a 7,500 円 8,000 円

ロータリー耕 10 a 6,500 円 7,000 円

《日雇作業》

備考

8 時間

8 時間

8 時間

8 時間

1 時間 円

1 時間 円 機械持ち込み、燃料費込

1 時間 円 機械持ち込み、燃料費込、ウィングモア等
（備考）
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　いずれも賄なしの賃金とする。
　請負作業は、乾田を基準とする。
　ほ場条件や収穫量等に差異がある場合は、当事者間で調整してください。
　年度途中に最低賃金が変更され、設定した農作業労働賃金標準額が最低賃金を下回る場合は、
改定後の最低賃金以上の額に読み替えてください。

【問い合わせ先】　天栄村農業委員会　電話　０２４８－８２－２１０２

オペレーター 1,600

草刈り（刈払い機） 1,500

草刈り機（自走式） 2,500

標準額
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　　各　9,000 円
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プラウ耕については、賃金標準額を基本とし、依
頼者、請負者間に於いて10a当たり価格を定め
る。

代かき

ブロードキャスター

畦ぬり

田
植

圃場整備田 未整備田

令和８年度農作業労働賃金標準額
　この料金表は、農作業受委託の金額を決める際の標準額を定めたものです。
　当事者間で協議するための目安としてご利用ください。

標準額（税抜）
作業名 単位


